
■
郡
家
東
保
育
所
完
成
…
…
…
…
…
…
…
２
～
５
P

■
始
動
！！
八
頭
の
地
方
創
生
 …
…
…
…
６
～
７
P

■
ま
ち
の
話
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
26
～
28P

■
八
頭
町
地
方
創
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
お
知
ら
せ
 …
32P

今
月
の
主
な
内
容

６
月
号

た
け
の
こ
採
っ
た
よ
（
ふ
な
お
か
竹
林
ま
つ
り
）

4月
29日

、
ふ
な
お
か
竹
林
ま
つ
り
で
は
、
2,000人

の
来
場
が
あ
り
、
新
緑
を
楽
し
み
ま
し
た
。

 
（
関
連
記
事
28P）

N
o. 1
2
3

平
成
27年

（
2015）
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や
さ
し
い
木
の
香
り
と
、
あ
た
た
か
な
光
。

八
頭
町
の
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
。

郡
家
東
保
育
所
完
成
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敷地面積　　7,458.61㎡
延床面積　　1,484.76㎡
所 在 地　　稲荷１６７番地
構　　造　　木造平屋建て一部鉄骨造り
定　　員　　１６０名
竣 工 日　　平成２７年３月３１日
開 所 日　　平成２７年４月　１日
事業年度　　平成２５年度～平成２６年度
　　　　　　（設計・施工）
事 業 費　　７５９，２２５千円
施 工 者　　（敬称略、順不同）
　　　　　　㈱白兎設計事務所、
　　　　　　㈱田中建設、東洋建設㈱、
　　　　　　㈲中田組、シグマ電気㈱、
　　　　　　サンユー技研工業㈱、
　　　　　　山陰建設㈱、㈱森下工業

 施設概要
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調理室
オール電化で部屋は洗浄室、前室、
下処理室、調理室、検収室に別れ
ていて、廊下からは調理の様子も
見えるようになっています。

園庭
芝生が張ってあり、中央には80ｍ
トラックがあります。また園庭の
一角には子ども達が野菜作りをす
る畑もあります。

絵本コーナー
広い廊下に面していて使いやすく
窓からの光もよく入り、伸び伸び
と読書ができます。

職員室
この部屋は玄関を入ってすぐの位置
にあり、玄関側の様子と園庭が見渡
せるようになっています。職員は30
人います。

下足場
広い玄関から光が差し込み、真っ
白で清潔感のある造りになってい
ます。

プール
丈夫なＦＲＰ製（繊維強化プラス
チック）でカラフルな造りになっ
ています。プール周りは滑りにく
い防滑シートを敷いています。

病後児
室

WC

WC

WC WC

一時

保育室 更衣室

検収
室

下処理
室

洗浄室

相談室

休憩
室

玄
関

ホール

医務室

職員室

3 歳児室

0歳児室 1歳児室 2歳児室

4 歳児室

遊 戯 室

倉

　庫

倉

　庫

ステージ

ウッドデッキテラス

ウッドデッキテラス

プール

5 歳児室

調理室

WC
調乳

沐
浴

　八頭町の郡家東保育所は、豊かな自然に囲まれ、
木のぬくもりに包まれたゆったりとした園舎です。
　自然のよさを保育に取り入れながら、友達と一緒
に心豊かに育ち、八頭町を愛し、生きる力の基礎を
育みます。
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３歳児室
床にはヒノキのムク材を使用して
いて温かみのある部屋になってい
ます。窓からは広い園庭が望めま
す。

遊戯室
使用している木材もよく見えて温
かみのある広い部屋（252㎡）となっ
ており、イベント時もゆったりと
使用することができます。

駐車場
多目的駐車場１つを含め52台分の
駐車場を完備しており、毎日の送
迎はもちろんのこと保育所の各種
イベントでの活用が見込めます。

廊下
玄関付近から遊戯室までの廊下で
す。延長は46ｍで幅は3ｍもあり
広々としています。天井には所々光
窓があり自然の光も入ってきます。

楽しく過ごせる保育所に
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第 3子以降の児童のいる家庭の保育料を無償化
します。

問合せ先　役場福祉環境課（ 76-0205）
　　　　　子育て支援係

多子世帯保育料軽減子育て支援事業

定住人口を増加し地域活性化を図るため、新築
住宅取得に伴う固定資産税について 3年間を限
度に税額の 2分の１( 上限 ) を助成します。
問合せ先　役場税務課（ 76-0204）

新築家屋固定資産税助成事業

観光列車やＳＬの試験運行などにより利用促進
や観光振興を図り、地域活性化や経済効果を図
ります。
問合せ先　役場企画課（ 76-0212）

特別な支援が必要と認めた子どもに対して保育
士を加配し、子育てしやすい環境を整備します。

問合せ先　役場福祉環境課（ 76-0205）
　　　　　子育て支援係

若桜鉄道を活用しての観光振興 保育サービスの多様化促進事業

地域交流、地域の支え合い機能を強化するため、
高齢者の居場所づくりや世代間交流を推進しま
す。
問合せ先　役場保健課（ 72-3590）

地域福祉拠点施設活動

地
方
創
生

始
動
！！
八
頭
の

八頭町総合戦略の策定
　若い世代の就労・結婚・子育ての希望をかなえ、仕事と人の
好循環を確立する取り組みを進めるため、今後５ヵ年の町の政
策目標や施策を示す「八頭町総合戦略」を10月までに策定します。

地方創生先行型事業
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障がい者に対し、5,000円分の商品券を交付し
ます。

問合せ先　役場保健課（ 72-3590）
　　　　　障がい福祉係

小・中学校新入生に対し、10,000 円分の商品券
を交付します。
問合せ先　役場学校教育課（ 84-1231）

小・中学校新入生商品券発行事業

生活保護受給者世帯及び町民税非課税世帯に
7,000円分の商品券を交付します。

問合せ先　役場福祉環境課（ 76-0205）
　　　　　子育て支援係

低所得者向け灯油等購入助成事業

出産祝いとして、４月１日から８月31日までに
生まれた子どもに対し、23,000円分の商品券を
交付します。

問合せ先　役場福祉環境課（ 76-0211）
　　　　　住　　民　　係

出産祝い商品券発行事業

中学校新規自転車通学者に対し、20,000円分の
商品券を交付します。
問合せ先　役場学校教育課（ 84-1231）

中学校新規自転車通学者に対する商品券発行事業

障がい者への生活支援事業

高齢者世帯に対し、5,000円分の商品券を交付
します。

問合せ先　役場保健課（ 72-3555）
　　　　　介護保険係

高齢者世帯への生活支援事業

額面に上乗せした金額で使えるプレミアム商品
券を発行します。（町商工会への補助）
※おかげさまで完売いたしました。

子育て支援付プレミアム商品券発行事業

地域消費喚起・生活支援型事業

八頭町総合戦略策定・推進体制の整備
・地方創生推進本部の設置（役場課長で組織）
・総合戦略策定委員会の設置（産・官・学・金・労・言の代表で組織）
・地方創生町民検討委員会の設置（公募町民約50名で組織）
・役場若手職員プロジェクトチームの設置



  歳入歳出予算の執行状況（平成26年１０月１日～平成27年３月３１日）
区　　　　　分 予算現額（千円） 収入済額（千円） 執行率（％） 支出済額（千円） 執行率（％）

一 　 般 　 会 　 計

国民健康保険特別会計

簡 易 水 道 特 別 会 計

住 宅 資 金 特 別 会 計

公 共 下 水 道 特 別 会 計

農業集落排水特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

宅 地 造 成 特 別 会 計

墓 地 事 業 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

上私都財産区特別会計

市場、覚王寺財産区特別会計

上津黒、下津黒財産区特別会計

篠 波 財 産 区 特 別 会 計
大 江 財 産 区 特 別 会 計

計

  住民の税負担等の状況
区　　　分 収入済額 (千円 ) 一人当たり負担額(円)

町 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
町 た ば こ 税
国 民 健 康 保 険 税
介 護 保 険 料

  会計別基金現在高の状況
区　　　分 現在高 (千円 )

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
墓地事業特別会計
宅地造成特別会計
住宅資金特別会計

計

  会計別地方債現在高の状況
区　　　分 現在高 (千円 )

一 般 会 計
簡易水道特別会計
住宅資金特別会計
公共下水道特別会計
農業集落排水特別会計
宅地造成特別会計
墓地事業特別会計

計

 

　地方自治法第243条の３第１項及び八頭町財政状況の公表に
関する条例第２条の規定により、平成26年10月１日から平成
27年３月31日までの間における八頭町の財政状況を公表する
ものです。
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福
祉
環
境
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
問合せ先

－

０
２
０
５

76－

０
０
４
４

72－

１
２
２
０

84

福

祉

環

境

課

船

岡

住

民

課

八

東

住

民

課

 

27
年
度

　子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

　子
育
て
世
帯
の
負
担
を
緩
和
す
る
た

め
、
消
費
税
率
引
上
げ
の
影
響
等
を
踏
ま

え
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、
臨
時
特
例

的
な
給
付
措
置
と
し
て
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
対
象
者

　平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
を
受
給

さ
れ
る
方
が
対
象
で
す
。

※ 

た
だ
し
、
特
例
給
付
（
児
童
手
当
の
所

得
制
限
限
度
額
以
上
の
方
に
児
童
１
人

当
た
り
月
額
５
０
０
０
円
を
支
給
し
て

い
る
も
の
）
を
受
給
さ
れ
る
方
は
、
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※ 

公
務
員
の
方
は
、
基
準
日
（
平
成
27
年

５
月
31
日
）
時
点
で
住
民
票
が
八
頭
町

に
あ
る
方
が
対
象
で
す
。（
勤
務
先
か

ら
案
内
が
あ
り
ま
す
）

●
対
象
児
童

　支
給
対
象
者
の
平
成
27
年
６
月
分
の
児

童
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童

●
支
給
額

　対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
０
０
０
円

●
基
準
日

　平
成
27
年
５
月
31
日

●
申
請
先

　福
祉
環
境
課
、
船
岡
・
八
東
住
民
課

●
申
請
期
間

　６
月
１
日
（
月
）
〜
８
月
31
日
（
月
）

●
提
出
書
類

　申
請
書
等
（
※
申
請
書
は
、
児
童
手
当

現
況
届
に
申
請
欄
が
あ
り
ま
す
）

●
受
取
方
法

　ご
指
定
い
た
だ
い
た
金
融
機
関
の
口
座

に
入
金
し
ま
す
。

※ 

平
成
27
年
５
月
31
日
現
在
で
八
頭
町
で

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

原
則
と
し
て
児
童
手
当
の
振
込
口
座
へ

入
金
し
ま
す
。

●
注
意
点

　
原
則
と
し
て
、
受
付
期
間
外
の
申

請
や
、
平
成
27
年
５
月
31
日
時
点
で

八
頭
町
に
住
民
票
が
な
い
方
の
申
請

は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　福
祉
環
境
課

　☎
76

－

０
２
０
５

　国
民
年
金
保
険
料
は

　
　遅
れ
ず
に
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う

　国
民
年
金
は
、
老
後
や
も
し
も
の
時
に

あ
な
た
の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く
と
、
老
後
に
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
り
、
納
付
が
遅
れ
る
こ
と
で
不

慮
の
事
故
等
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
保
険
料
は
き
ち
ん
と
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

〇
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
、
経
済
的
に

難
し
い
と
き

　国
民
年
金
の
第
１
号
の
被
保
険
者
は
、

毎
月
の
保
険
料
を
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
所
得
が
少
な
い
な
ど
、
経
済
的

に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合

は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料
納
付

が
免
除
（
又
は
猶
予
）
さ
れ
る
「
保
険
料

免
除
（
納
付
猶
予
）
制
度
」
が
あ
り
ま
す

の
で
、
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

〇
保
険
料
免
除
制
度

　審
査
の
対
象
と
な
る
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ

る
場
合
や
失
業
し
た
場
合
に
ご
本
人
か
ら

申
請
し
て
い
た
だ
き
、
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　免
除
さ
れ
る
額
は
前
年
の
所
得
に
よ

り
、
四
種
類
が
あ
り
ま
す
。

〇
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　20
歳
か
ら
30
歳
未
満
の
方
で
、
審
査
の

対
象
と
な
る
、
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所

得
が
一
定
額
以
下
で
あ
る
場
合
や
失
業
し

た
場
合
に
ご
本
人
か
ら
申
請
し
て
い
た
だ

き
、
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

（
平
成
27
年
度
の
免
除
、
猶
予
の
申
請
は
、

７
月
１
日
か
ら
受
付
ま
す
）

●
免
除
等
の
手
続
き
を
す
る
メ
リ
ッ
ト

＊ 

全
額
免
除
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
国

庫
負
担
分
が
あ
る
た
め
、
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
際
に
１
／
２
納
付
し
た

計
算
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

＊ 

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
を
受
け
た
期

間
中
に
、
ケ
ガ
や
病
気
で
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た
場

合
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
初

診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
１
年

間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
い
こ
と
が
要

件
で
す
）

問
い
合
わ
せ

鳥
取
年
金
事
務
所

　国
民
年
金
課

　☎
０
８
５
７

－

27

－

８
３
１
１

申
請
手
続
き
は
、

　福
祉
環
境
課
、
船
岡
・
八
東
住
民
課
へ
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　この届出は、受給者の方に毎年6月1日現在の状況

を記載していただき、引き続き児童手当を受ける要

件があるかどうかを確認させていただくために行っ

ています。

　児童手当の受給者全員に「現況届」の用紙を郵送

しますので、期限内に必ず提出してください。なお、

この届出をされない場合、6月分以降の児童手当支

給が停止となります。

●提出するもの
・ 現況届出書…現況届（6月初旬郵送）の内容をご

確認ください。

・  健康保険被保険者証の写し（ご夫婦分）

　※八頭町の国民健康保険加入者は必要ありません。

　※ 配偶者を扶養にとられている場合、配偶者のみ

の保険証でも構いません。

・  所得課税証明…平成27年1月1日に八頭町以外の市

区町村に在住しておられた方については、平成27

年度の所得課税証明書（ご夫婦分）を前住所地で

取得してください。

※児童の住所が町外にある場合

　・別居監護申立書

　・ その児童を含む世帯全員の住民票（本籍、続柄

入り）

●提出期限：6月30日（火）
●注意点
　今年の用紙には、「子育て世帯臨時特例給付金」

の申請欄も設けています。それぞれの記入が必要に

なりますので、よろしくお願い致します。

（子育て世帯臨時特例給付金については10ページの

記事をご覧ください。）

●問い合わせ・提出先
　本庁舎　　福祉環境課　☎76-0205

　船岡庁舎　船岡住民課　☎72-0044

　八東庁舎　八東住民課　☎84-1222

　犬の飼い主は、義務として飼い犬の登録と

狂犬病予防注射を毎年必ず受けさせなければ

なりません。

　今年度最後の集合注射を行いますので、未

接種の場合は今回の補足注射を受けさせてく

ださい。また、犬を新しく登録される飼い主

の方も、お近くの会場で予防接種を受けさせ

てください。

●手数料
　登録済の犬　3,050円

　未登録の犬　6,050円

●注射日程　6月14日（日）
八頭町役場
八東庁舎

八頭町役場
船岡庁舎

郡家
保健センター

9:20 ～ 9:40 10:00 ～ 10:20 10:30 ～ 11:00

●注意事項
○ 注射のとき犬が興奮し暴れる場合がありま

す。必ず犬に首輪をつけ、犬を押さえるこ

とのできる飼い主が連れてきてください。

注射する際には、飼い主に犬を押さえてい

ただきます。

○ 体調の悪い犬は獣医師と相談の上、後日注

射を受けてください。

○ 糞の始末は、飼い主が責任を持って行なっ

てください。

【動物病院で予防接種を受けた場合】
　獣医師が発行する狂犬病予防注射済証明書

を持参し、福祉環境課または船岡・八東住民

課で手続きをしてください。予防注射済票を

交付（手数料550円）します。

【飼い犬の死亡や飼い主の変更などの場合】
　飼い犬の死亡や飼い主、住所変更などが

あった場合は必ずご連絡ください。

　詳しくは、福祉環境課（☎76－0211）へ

お問い合わせください。

　犬の散歩中に、犬が道路や私有地に糞をし

ても持ち帰らない人がいます。飼い犬の糞の

後始末は、飼い主の当然のマナーです。飼い

主が必ず糞を持ち帰りましょう。

　また、犬の放し飼いはとても危険です。絶

対にしないでください。

散歩をされるときも、必

ず鑑札と引き綱を着け、

放さないようにしてくだ

さい。

６月は 児童手当「現況届」を
提出する月です

狂犬病予防補足注射

犬の糞の後始末及び
飼い主のマナーについて 　公益社団法人鳥取県獣医師会では、猫の不妊・去

勢費用の一部を助成する「猫の不妊・去勢奨励事業」

を行います。

　希望される方は、役場窓口または動物病院に置い

てあります申込書に必要事項を記入のうえ、７月15

日までに鳥取県獣医師会に送付してください。

※不妊手術は４千円、去勢手術は２千円を助成いた

します。（予定頭数200頭：申し込み多数の場合は抽

選による。）

●問い合わせ　公益社団法人鳥取県獣医師会
　　☎0857-53-4300

猫の不妊・去勢奨励事業について
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連絡先

　
　高
齢
者
虐
待

　
　
　
　
　〜
一
人
ひ
と
り
の

　
　
　
　
　
　
　権
利
を
守
る
た
め
に
〜

●
高
齢
者
虐
待
防
止
法
と
は
？

　高
齢
者
に
対
す
る
虐
待
が
深
刻
な
状
況

に
あ
る
中
、
高
齢
者
の
人
権
を
守
り
、
尊

厳
を
保
持
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
平
成
18
年
４
月
よ

り
「
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養

護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」

（
通
称

：

高
齢
者
虐
待
防
止
法
）
が
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
で
は
、
５
つ

の
虐
待
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

（
※
こ
れ
ら
の
虐
待
が
重
複
し
て
行
わ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。）

●
高
齢
者
虐
待
は
、
誰
も
が
直
面
す
る
か

も
し
れ
な
い
問
題
で
す

　「
虐
待
す
る
な
ん
て
、
ひ
ど
い
人
だ
！
」

と
私
た
ち
は
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

高
齢
者
虐
待
が
起
こ
る
背
景
に
は
様
々
な

要
因
が
あ
り
ま
す
。
た
っ
た
一
人
で
介
護

を
し
て
い
る
、
適
切
な
介
護
の
仕
方
や
認

知
症
へ
の
対
応
が
分
か
ら
な
い
、
近
所
付

き
合
い
が
な
い
、
介
護
者
に
病
気
が
あ
る

等
、
誰
で
も
起
こ
る
問
題
が
起
き
た
と
き

に
、「
自
分
は
絶
対
に
虐
待
し
な
い
」
と

言
い
切
れ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

●
ご
近
所
に
こ
ん
な
高
齢
者
は
い
ま
せ
ん

か
？

＊ 

介
護
や
病
気
に
つ
い
て
相
談
を
す
る
人

が
い
な
い

＊
家
族
が
介
護
で
と
て
も
疲
れ
て
い
る

＊ 

家
か
ら
怒
鳴
り
声
や
、
大
き
な
物
音
が

す
る

＊ 

介
護
が
必
要
な
の
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い
る
よ
う
す
が
な
い

＊ 

ひ
と
り
暮
ら
し
や
高
齢
者
夫
婦
世
帯

で
、
最
近
、
姿
を
見
か
け
な
く
な
っ
た

　　私
た
ち
の
周
囲
に
は
、
虐
待
に
対
し
て

支
援
を
必
要
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
自
ら

声
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
被
虐
待
者

で
あ
る
高
齢
者
、
家
族
が
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
小
さ
な
「
気
づ
き
」

が
虐
待
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
り
、
一
人

ひ
と
り
の
人
権
を
守
る
大
き
な
力
に
な
り

ま
す
。

●
ご
相
談
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

　皆
さ
ん
か
ら
の
連
絡
・
通
報
に
よ
り
、

虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
、
早
期
に
支
援

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
被
虐

待
者
で
あ
る
高
齢
者
や
、
家
族
の
双
方
の

救
済
に
つ
な
が
り
ま
す
。「
こ
れ
は
高
齢

者
虐
待
で
は
？
」
と
思
い
当
た
る
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ま
た
、
虐
待
に
よ
り
生
命

又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る

方
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
、
民
生
児
童
委
員
、

社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
に
相
談
を
し
ま

し
ょ
う
。

※ 

守
秘
義
務
に
よ
り
、
誰
が
連
絡
・
通
報

し
た
か
が
周
囲
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

知
ろ
う
！

気
づ
こ
う
！

防
ご
う
！

虐待の種類 例えば…

身体的虐待

○ たたく、つねる、殴る、蹴る、
打撲させる

○ 外部との接触を意図的・継
続的に遮断する

　など

介護の放棄・
放任

（ネグレクト）

○ 食事や水分を十分に与え
ず、低栄養・脱水状態にす
る

○ 必要とする介護・医療サー
ビスを制限したり使わせな
い　など

心理的虐待

○ 怒鳴る、ののしる、子ども
扱いする

○ 高齢者が話しかけても意図
的に無視する

　など

性的虐待

○ 排せつの失敗に対して罰と
して下半身を裸にして放置
する

○ 性的暴力や性的ないたずら
をする　など

経済的虐待

○ 日常生活に必要な金銭を渡
さない・使わせない

○ 年金や預貯金を本人の意
思・利益に反して使用する

　など

連
絡
先

八
頭
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
郡
家
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　☎

　72

－

３
５
７
４

Ｆ
Ａ
Ｘ

　72

－

３
５
６
５
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　八
頭
町
で
は
、
認
知
症
の
人
を
介
護
す

る
家
族
等
へ
の
支
援
と
い
う
こ
と
で
、
日

頃
の
思
い
や
苦
労
を
気
軽
に
語
り
合
う
た

め
「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　現
在
介
護
さ
れ
て
い
る
方
、
介
護
を
終

え
た
方
、
直
接
介
護
を
し
て
い
な
い
け
れ

ど
家
族
に
認
知
症
の
人
が
い
る
な
ど
、
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。会
の
内
容
は
、

約
束
事
と
し
て
秘
密
厳
守
で
行
っ
て
い
ま

す
。

「
認
知
症
の
人
の
た
め
に

 

家
族
が
で
き
る
10
か
条
」

　認
知
症
の
人
と
向
き
合
う
と
き
、
介
護

者
に
の
し
か
か
る
戸
惑
い
や
不
安
、
負
担

な
ど
大
き
く
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

に
対
す
る
心
構
え
と
し
て
、
公
益
社
団
法

人 

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
で
提
唱
さ

れ
て
い
る
10
か
条
を
参
考
に
ご
紹
介
し
ま

す
。❶ 

見
逃
す
な
「
あ
れ
、
何
か
お
か

し
い
？
」
は
、
大
事
な
サ
イ
ン

❷ 

早
め
に
受
診
を
。
治
る
認
知
症

も
あ
る
。

❸ 

知
は
力
。
認
知
症
の
正
し
い
知

識
を
身
に
つ
け
よ
う
。

❹ 

介
護
保
険
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
を

積
極
的
に
利
用
し
よ
う
。

❺ 

サ
ー
ビ
ス
の
質
を
見
分
け
る
目

を
持
と
う
。

❻ 

経
験
者
は
知
恵
の
宝
庫
。
い
つ

で
も
気
軽
に
相
談
を
。

❼ 

今
で
き
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ

を
大
切
に
。

❽ 
恥
じ
ず
、
隠
さ
ず
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
広
げ
よ
う
。

❾ 
自
分
も
大
切
に
、
介
護
以
外
の

時
間
を
持
と
う
。

10 

往
年
の
そ
の
人
ら
し
い
日
々
を

大
切
に
。

【参加された方の声】

★ 「初めて参加した時は緊張しましたが、帰る頃に
は、気持ちもほぐれ、和やかに参加することがで
きました。」

★ 「我が家だけが、こんなに苦しいのかと思ってい
たけど、参加して他の家の様子を聞いてみると同
じようなことが分かり、ホッとしました。」

★ 「会は秘密厳守ですので、家族や近所の人にも言
えないことを安心して話すことができます。」

★ 「月１回、話をみんなに聞いてもらうことで、気
持ちがリフレッシュしてがんばれる気持ちになり
ました。」

★ 「日々の対応や介護保険サービスの使い方、サー
ビスを使うにあたっての悩みなど、アドバイスが
もらえるので、勉強になります。」

★ 「頑張らなくていいんだよ。」とアドバイスをも
らった時は、気持ちが救われたようで軽くなりま
した。

★ いろいろと気軽に話ができるので、帰る頃には気
持ちも軽くなり明日に向かう元気が出てきます。

　介
護
は
一
人
で
考
え
込
ま
な
い
こ
と
が

大
切
で
す
。
家
族
の
集
い
に
ぜ
ひ
参
加
し

て
い
た
だ
き
、
仲
間
を
作
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
お
気
軽
に
参
加
く
だ

さ
い
。

【
家
族
の
集
い
の
日
程
】

　６
月
15
日
（
月
）、
７
月
27
日
（
月
）

　８
月
17
日
（
月
）、
９
月
28
日
（
月
）

　10
月
19
日
（
月
）、
11
月
16
日
（
月
）

　12
月
21
日
（
月
）、
１
月
18
日
（
月
）

　２
月
15
日
（
月
）、
３
月
28
日
（
月
）

　●
開
催
時
間

　午
後
１
時
半
〜
３
時
半

　●
会

　
　場

　郡
家
保
健
セ
ン
タ
ー

　（
住
所

　八
頭
町
宮
谷
２
５
４

－

１
）

●
問
い
合
わ
せ

　八
頭
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　☎

　72

－

３
５
７
４

地
域
支

合

で

え

う

認
知
症
へ
の
取
り
組
み
③

「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い
」
を

 

開
催
し
て
い
ま
す
！
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総合健康診査のご案内
～６月から総合健康診査が始まります～
　病気の早期発見・早期治療にとどまらず、日頃の生活習慣を振り返り健康を

保持するため、がん検診をはじめとする各種健康診査を受診しましょう。

　なお、総合健康診査会場でのがん検診は、全て無料です。

検診の種類 必要物品

○各種がん検診

（胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺）

○肝炎ウィルス検査

○骨粗しょう症検診

◇総合健康診査受診票（クリーム色）

◇無料クーポン券（子宮がん・乳がん・大腸

がん、肝炎ウィルス検査）

　※対象の方には、5月下旬に郵送しています。

○特定健康診査

○後期高齢者健康診査

◇特定健康診査受診券

◇後期高齢者健康診査受診券

◇保険証

◇受診券に記載されている自己負担金

※希望される検診の

必要物品を検診会場

にご持参いただき、

受付で希望の検診を

申し込み受診します。

（詳しくは5月下旬に

各家庭にお配りして

います総合健康診査

日程表をご覧くださ

い）

★検診会場の変更について
※ 安部地域の総合健康診査会場が、安部地区公民館から八東ふれあいスポーツセンターに変更になって
います。

総合健康診査の受け方

　八頭町では平成 25 年３月に策定した健康づくり計
画「健康やず 21( 第２次 )」で、歯・口腔の健康につい
て、次の目標を決めて取り組んでいます。

　この事業は、家庭において要介護者を介護している
家族の経済的負担の軽減を図り、要介護者の在宅生活
の継続、向上を図ることを目的としています。
支給対象者
　八頭町に住所があり、介護保険の要介護認定で要介
護４または５と判定された町民税非課税世帯の要介護
者を、家庭で介護している家族。
（介護用品の必要状況、家族の介護状況、生活実態等に
より判断します。原則、家族も非課税世帯であること
が条件です。）
※施設入所や病院に入院されている方は対象になりま
せん。
支給対象物品　 紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手

袋、清拭剤、ドライシャンプーなど
支　 給　 額　 要介護者一人につき　年額 75,000円以

内（月額 6,250円程度）
手　 続　 き　 ①保健課へ「家族介護支援事業利用申

請書」を提出。（印鑑が必要）
　　　　　　　 ②決定後、町登録事業者から介護用品

を受け取る。
※ 決定前の購入や町登録事業者以外での購入は、対象
になりません。
問い合わせ　保健課　介護保険係　☎ 72-3555

八頭町家族介護支援事業
～介護用品を支給します～

　目標としている毎食後の歯みがきや年に一回の歯科
健診の受診はできていますか。
　食後に歯みがきをしないで、口の中が汚れたままで
いると、口の中にいる細菌が食品の糖を利用して歯こ
う ( 細菌のかたまり ) を作り、その中でできた酸が歯を
溶かしてしまい、むし歯になります。また、歯こうな
どが原因となって、歯ぐきの腫れや痛みなどが起こり
歯周病などで歯を失ってしまうことがあります。
　むし歯や歯周病などの予防のため、毎食後に正しい
歯みがきをし、バランスの良い食生活や間食のとり方
に気をつけていきましょう。
　また、口腔の病気の予防と早期発見のため、年一回
は歯科医院で健診を受けましょう。

●みんなの目標●

６/4木～６/10水
歯と口の健康週間
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日 曜日 内　　容 時　　間 場　　所 対　　象
3 水 さわやか体操教室 10：45～11：45 郡家保健センター 一般

4 木 水 中 運 動 教 室 （1部）9：45～10：30
（2部）10：45～11：30 八東保健センター 一般（1部）64才以下

　　 （2部）65才以上
1歳 6 カ月児健康診査 受付12：30～12：45 郡家保健センター H25.10.10～H25.11.26生

8 月 健 康 相 談 受付9：30～10：15 八東保健センター 一般
9 火 ゆるやか体操教室 14：00～15：00 八東保健センター 一般

11 木 水 中 運 動 教 室 （1部）9：45～10：30
（2部）10：45～11：30 八東保健センター 一般（1部）64才以下

　　（2部）65才以上
6 カ月児健康診査 受付12：45～13：00 郡家保健センター H26.10.28～H26.12.11生

12 金 離 乳 食 講 習 会 （受付9：15～）
9：30～12：00 郡家保健センター H27.1.10～H27.2.28生

H26.7.25～H26.9.12生

15 月 健康相談・こころの健康相談 受付9：30～10：15 郡家保健センター 一般
認知症の人と家族の集い 13：30～15：30 郡家保健センター 認知症の方を介護している家族

16 火 総 合 健 康 診 査 受付8：30～10：00 八東ふれあいスポーツセンター 総合健康診査案内チラシをご覧ください

17 水 総 合 健 康 診 査 受付8：30～10：00 八東ふれあいスポーツセンター 総合健康診査案内チラシをご覧ください
さわやか体操教室 10：45～11：45 船岡保健センター 一般

18 木 水 中 運 動 教 室 （1部）9：45～10：30
（2部）10：45～11：30 八東保健センター 一般（1部）64才以下

　　 （2部）65 才以上
２歳児歯科健康診査 受付12：45～13：00 郡家保健センター H25.1.8 ～ H25.3.26 生

22 月 健 康 相 談 受付9：30～10：15 船岡保健センター 一般
23 火 ゆるやか体操教室 10：45～11：45 郡家保健センター 一般
24 水 総 合 健 康 診 査 受付8：30～10：00 中央人権啓発センター（八東地区公民館） 総合健康診査案内チラシをご覧ください

25 木
総 合 健 康 診 査 受付8：30～10：00 中央人権啓発センター（八東地区公民館） 総合健康診査案内チラシをご覧ください

健 康 講 座 （受付13：40～）
14：00～15：00 郡家保健センター 一般

26 金 育 児 相 談 13：30～15：00 郡家保健センター H27.3.30～H27.4.26生

2 木
5 歳 児 健 康 診 査 通知でお知らせします 郡家保健センター H22.5.16～H22.7.2生

水 中 運 動 教 室 （1部）9：45～10：30
（2部）10：45～11：30 八東保健センター 一般（1部）64才以下

　  （2部）65才以上
6 月 健 康 相 談 受付9：30～10：15 八東保健センター 一般
7 火 ゆるやか体操教室 14：00～15：00 八東保健センター 一般

会 長 郡家支部長 蓮　佛　昭　子

副 会 長 船岡支部長 豊　口　富　江

副 会 長 八東支部長 中　林　啓　恵

会 計 郡家副支部長 岸　本　葉　子

郡家支部役員 副 支 部 長 乾　　　洋　子

〃 上 私 都 石　谷　恵　子

〃 中 私 都 村　上　茂　子

〃 下 私 都 加　藤　美和子

〃 郡 家 東 加　藤　依　子

〃 郡 家 西 奥　平　秀　子

〃 国 中 亀　井　明　子

〃 大 御 門 澤　谷　三枝子

船岡支部役員 大 江 校 区 林　　　信　子

〃 船 岡 校 区 山　本　真知子

〃 隼 校 区 池　本　礼　子

〃 支 部 会 計 山　根　政　恵

八東支部役員 安 部 校 区 入　江　ゆり子

〃 八 東 校 区 上　田　恵美子

〃 丹 比 校 区 清　水　富　子

　八頭町食生活改善推進員協議会では、地域で「食育
の環（わ）」を広げる活動を行っています。
１年間よろしくお願いします。

≪食生活改善料理講習会のご案内≫
　健康な生活を送るためには、正しい食生活が大切で

す。健康的な食生活を伝えていくため、食生活改善推

進員が講師となり、食生活改善料理講習会を各地域の

公民館等で行います。食事の大切さ、料理を作る楽し

さをみんなで学んでみませんか？

　以下のテーマから、どちらかを選択し行うことがで

きます。

【テーマ１】　「１食のバランス献立の講習会」　
　・ 減塩、野菜をたっぷりなどの、健康的な食事の

講習を行います。

【テーマ２】　「食文化継承のための講習会」
　・ 若い世代（子ども、子どもを持つ親など）を対象

に郷土食、伝統的な行事食の講習を行います。

　　※メニューについては一部条件があります。

内　容　　・健康な食生活についての講話
　　　　　・調理実習・試食

参加費　　 無料（テーマ１の場合、1人あたり米 0.5
合が必要です。）

場　所　　各集落の公民館・集会所等
対　象　　8人以上の団体（子ども会、老人会など）
申し込み・問い合わせ
各地域の食生活改善推進員、または郡家保健センター

栄養士（☎７２－３５６６）にお尋ねください。

平成27年度八頭町食生活改善推進員協議会役員

平成27年6月の保健センター事業平成27年6月の保健センター事業

平成27年7月上旬の保健センター事業平成27年7月上旬の保健センター事業



年金所得がある方の
住民税(町県民税)の徴収方法について

◎すでに年金特別徴収の方

◎新たに65才になられた方

●年金所得以外の所得がある方

●年金所得があり給与特別徴収もある方
65歳以上の方

65歳未満の方

16YAZU
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〒680-0607
八頭町徳丸578-1
       84－2361 
FAX 84－2362

「地域力×
かける

女性力 ＝
イコール

無限大の未来」≪男女共同参画週間≫

日本女性会議の参加者募集！！日本女性会議の参加者募集！！

基本理念
男女共同参画社会を
実現するための
５本の柱

国・地方公共団体及び国民の役割

17 YAZU
2015.6
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【
人
権
擁
護
委
員
と
は
？
】

☎

八東庁舎
人権推進課
☎ 84-1228

人
権
の
ひ
ろ
ば

　 ☎84-1228　

八頭町人権・同和問題に関する町民意識調査人権啓発ビデオ 家庭の中の人権

生まれ来る子へ

日　時：７月12日（日）10：00～ 12：00　
会　場：中央公民館　　　　　　　　　　　　　
講　師：明 石 一 朗 さん　　　　　　　　　　

多くの皆様のご参加をお待ちしています。
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●
6
月
20
日

　
世
界
難
民
の
日

●
６
月
21
日
〜
27
日

　
ハ
ン
セ
ン
病
を
正
し
く
理
解
す
る
週
間

●
６
月
23
日
〜
29
日

　
男
女
共
同
参
画
週
間

●
６
月
26
日

　
国
連
憲
章
調
印
記
念
日

●
６
月
26
日

　
国
際
薬
物
乱
用
・

　
　
　
　
不
法
取
引
防
止
デ
ー

差
別
の
な
い
世
界
を

　
　
こ
ん
な
記
念
日
が
あ
り
ま
す

　一人ひとりの人権が尊重されるまちをめざして人権・同和問題講座を開
催します。
　この講座は、お互いを大切にし、社会にひそむあらゆる差別や偏見に気
づくことにより、差別解消に向けての知識を身につけ、実践できる人材を
養成することを目的にしています。
　今年度は年間９回を計画しており、第１回から３回までを郡家人権啓発
センターで開催します。自分自身の人権感覚を磨き、正しい知識を習得す
るためにもぜひご参加ください。

「いのちの電話」

「本当は身近な　　
　　成年後見制度」

「部落問題のいま…」

主　催　　八頭町／郡家人権啓発センター
会　場　　郡家人権啓発センター
問い合わせ先　　郡家人権啓発センター　☎・FAX  72-2672

　※ 都合により日程等変更になることもあります。
　　 第４回から６回は船岡人権啓発センターで開催する予定です。

連絡先

123

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り



〒680－0463 
八頭町宮谷80番地 
八頭町中央公民館
　☎　72－3113
ＦＡＸ.72－3488

子どもシアター
場　　所　中央公民館 
日　　時　６月７日（日）10：00～11：50 

祝　八頭町敬老会

「八頭町高齢者大学」学生募集

男の料理教室受講生募集

第１回ものづくり教室（電子工作）
参加者募集

入校資格

実施期間

学習内容

視察内容

実 施
主 会 場

申込方法

20YAZU
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郡家図書館  八頭町宮谷256-4  ☎ 72-6660
船岡図書館  八頭町船岡539-1  ☎ 72-3970
八東図書館  八頭町北山48-1    ☎ 84-6622

http://l ibrary.town.yazu.tottori . jp/
携帯電話からの本の検索・予約はこちら

新しく入った本
＊他館所蔵のものはお取り寄せできます。
＊貸出中の場合はご予約ください。
　（インターネットからも予約ができます）

郡家図書館
１　ごんたくれ 西條　奈加
２　閉門謹慎　鎌倉河岸捕物控26 佐伯　泰英
３　過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき
４　主夫になろうよ！ 佐川　光晴
５　東京の台所 大平　一枝
６　おきたらごはん 岩合　光昭

船岡図書館
１　「ななつ星」極秘作戦 西村京太郎
２　モダン 原田　マハ
３　若冲 澤田　瞳子
４　土佐堀川　 女性実業家 ･広岡浅子の生涯 古川智映子
５　また作って！と言われる孫ごはん 本谷惠津子
６　黒部の谷のトロッコ電車 横溝　英一

八東図書館

６月のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

休館日　　開館時間　10:00 ～ 18:00

おはなし会 ※申込不要・大人も入れます

郡家図書館 船岡図書館 八東図書館

日にち
時　間

６月20日（土）
10：30～11：00
14：30～15：00

 ６月27日（土）
10：30～11：00
 ６月30日（火）
16：00～16：30

６月13日（土）
14：00～16：00
６月21日（日）
11：00～11：30

１　鬼談 京極　夏彦
２　公家武者松平信平9　将軍の宴 佐々木裕一
３　顔望診をはじめよう 辻内敬子　監修
４　ひらめき！食べもの加工 岡本　靖史
５　おにぎらずとおにぎらずロール 郷　知詠子
６　かまきりとしましまあおむし 澤口たまみ

　

日時　6月19日(金)14:00～ 15:30
会場　
講師　
対象　
内容　

定員　

40歳からの再就職支援講座

ちまき作りとおはなし会
　みんなで楽しく一緒に作りませんか。
　ちまきを蒸す間におはなし会もあるよ！

いきいき生活応援コーナーを作りました！
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Information

八頭町教育委員に任命

税務職員の募集

〔ホームページアドレス〕

〔受験申込書及びパンフレットの請求、問合せ先〕

☎

定例農業委員会の開催

開 催 日
開催場所
提出先・問い合わせ

☎76-0207

農地台帳の公表

問い合わせ

☎76-0207 

鳥取県の奥深い話題満載！
県総合情報誌『とっとりＮＯＷ』
106号（６月１日発行）好評発売中！

取扱場所
定　　価
発　　行
問い合わせ

☎0857-26-7086

前行政相談委員の古井さんに感謝状

22YAZU
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Information

平成27年度 狩猟免許試験のお知らせ

試験日、会場及び申込期限

狩猟免許試験申込・問い合せ先

試験種類及び受験手数料

野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が必要です

教科書展示会のご案内

展示会場

展示期間

問い合わせ

☎0857-26-7915

提 出 先

問い合わせ
76-0207

農業者年金受給者の皆様へ

23 YAZU
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健康講座のご案内

役場人事異動

八頭町全血献血（400ml）の日程

戦没者等のご遺族の皆様へ
―第十回特別弔慰金が支給されます―

日　時

会　場

内　容

講　師

問い合わせ 72-3566

実施日

献血日程（400ml全血献血）

時　　間 献　血　会　場

9:00 ～ 10:00 鳥取県八頭庁舎
（旧　鳥取県八頭総合事務所）

10:30 ～ 12:00 ＪＡ鳥取いなば郡家支店

13:30 ～ 14:30 ケアハウスすこやか

15:00 ～ 16:00 特別養護老人ホーム
すこやか

Information

毎年６月は「食育月間」
毎月19日は「食育の日」
みんなで食育に取り組みましょう！

対象者

支給内容

請求期間

請求窓口

問い合わせ

0857 26-7145
76-0211

24YAZU
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Information

八頭町ケーブルテレビ（11ch）を
ご覧の皆様へ

平成27年度地籍調査

問い合わせ ☎72-3154

覚王寺の一部

訪
問
買
取
り
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

八頭町議会　本会議

 6月4・5・８・９・10・18日

6月放送予定番組

Ａ

☎

Ｑ
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Topic of town
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船
岡
竹
林
公
園
と
安
徳
の
里

姫
路
公
園
に
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
を
楽
し
く
過
ご
そ
う

と
町
内
外
か
ら
た
く
さ
ん
の
来

場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

４
月
29
日（
昭
和
の
日
）に
は
、

船
岡
竹
林
公
園
で
「
第
20
回
ふ

な
お
か
竹
林
ま
つ
り
」
が
開
催

さ
れ
、
約
２
０
０
０
人
が
来
場
。

タ
ケ
ノ
コ
掘
り
体
験
や
竹
と
ん

ぼ
飛
ば
し
大
会
、
サ
イ
コ
ロ
ゲ

ー
ム
、
ミ
ニ
Ｓ
Ｌ
乗
車
な
ど
の

各
種
イ
ベ
ン
ト
で
楽
し
み
ま
し

た
。

　

ま
た
、
５
月
３
日
（
憲
法
記

念
日
）
に
は
、
安
徳
の
里
姫
路

公
園
で
「
安
徳
の
里
姫
路
公
園

ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
午
前

９
時
か
ら
公
園
内
を
流
れ
る
清

流
を
会
場
に
ヤ
マ
メ
釣
り
大
会

が
行
わ
れ
、
町
内
外
か
ら
エ
ン

ト
リ
ー
し
た
約
１
６
０
名
の
釣

り
人
が
釣
果
を
競
い
合
い
ま
し

た
。
ま
た
、
約
１
６
０
０
人
の

家
族
連
れ
が
訪
れ
、
子
ど
も
た

ち
は
公
園
内
で
ヤ
マ
メ
の
つ
か

み
取
り
な
ど
で
遊
び
、
歓
声
を

あ
げ
て
い
ま
し
た
。

第20回ふなおか竹林まつり
安徳の 里 姫 路 公 園 ま つ り

ゴールデンウィーク恒例



男女共同参画啓発シリーズ　

男女共同参画週間

まいど！
関西事務所です

109

Information

八頭町関西事務所の連絡先
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Information
有　料　広　告

フルーツ総合センターからの
お知らせ

フルーツ総合センターからの
お知らせ

6月の土曜市（6日・20日）は両日とも9時～11時
地元産の新鮮野菜。梅酒・梅干し用の梅。
きゅうり、なすなどの苗は少し時期をずらして、この時
期にも植えておきましょう。

問い合わせ フルーツ総合センター ☎84-3870

有料広告募集

☎



町 県 民 税（１期分）
国民健康保険税（１期分）の納付月です

６月は…

納期内の納付にご協力をお願いします
納付期限・口座引落日は、6月30日（火）です

31 YAZU
2015.6

ひとのうごき

お
め
で
た

お
く
や
み

☎

八頭町の
世帯数と人口

5月 1日現在
（　　）内は前月比

世帯数
総人口
男
女

Information
６月の窓口業務時間延長実施日

実 施 日
実施時間
実施場所

7 6 - 0 2 1 1
7 6 - 0 2 0 4

弁護士による「無料相談」

総合相談（人権・行政・心配事）

日　時
会　場
対　象
問い合わせ 7 6 - 0 2 12

日　時

会　場
問い合わせ 8 4 - 12 2 8

巡回行政相談

日　時
会　場
問い合わせ 7 6 - 0 2 12



地方創生の
あるべき姿を考える
　現在、日本全国で地方創生に向けた取り組みが実施されています。八頭町においても、
人口減少・超高齢化を迎え、地域の特性や地域資源を生かしながら地方創生を推進し、
活力ある地方を創出していくことが求められています。
　そこで、町民の方が改めて地元を見直し、八頭町の活性化、地方創生に向けた機運を
高めるため、八頭町地方創生フォーラムを開催します。
　皆さまのご参加をお待ちしています。

14:00～15:00

●コーディネーター
　　厚生労働省　角園　太一 氏（八頭町シティーマネージャー予定者）

●パネリスト
　・山田　和昭 氏（若桜鉄道株式会社 代表取締役社長）
　・小原利一郎 氏（大江ノ郷自然牧場 代表取締役）
　・西尾　愛治 氏（JA郡家支店 果実部長）

・古田　琢也 氏（株式会社トリクミ 代表取締役）
・藤原佳津子 氏（子育て支援センター利用者）
・八頭高校生徒会

地方創生担当大臣 

●石破　茂 氏●

基調講演

パネルディスカッション

主催：八頭町　　　問い合わせ：八頭町役場　地方創生室　☎７６－０２１３

「八頭町の地方創生に期待するもの」

「日本の生きる道。地方創生！」

15:10～16:30

平成27年 月 日（日）【日時】

八東体育文化センター【場所】

13:45～16:30 （13:30開場）

八頭町地方創生フォーラム

参加無料（定員500名程度）
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